
奨学金制度の拡充と教育費負担の軽減を求める意見書

 「奨学金」を受給する学生の割合は、大学生で平成１４年度の３１．２％から平成２４年度に

は５２．５％へと増加している。その背景には、私立大学初年度納付金の平均が１，３１１，６

４４円、国立大学では標準額で８１７，８００円と上昇していることや、家庭収入が減少してい

ることにより、奨学金を必要としている学生等が増加している状況がある。 

 一方、非正規雇用の増加により、卒業後に厳しい経済状況に置かれているものもおり、独立行

政法人日本学生支援機構の奨学金返還延滞者は約３２万８千人に及んでいる。同機構は、返還が

困難な場合の救済手段として、返還期限猶予、減額返還、返還免除などの制度を設けているが、

同機構の調査によると返還期限猶予制度では延滞者の３５．７％、減額返還制度では５１．０％

が「知らなかった」と回答している。 

国においては、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の批准書に寄託した際に

留保していた高等教育の「特に、無償教育の漸進的な導入により」の規定を、平成２４年に撤回

しており、高等教育における無償化を漸進的に導入することが求められるようになった。 

 よって国においては、若者を社会全体で応援し、急速に進む少子高齢化や地方の衰退に歯止め

をかけるため、下記の事項を実現するよう強く要望する。 

記

１ 貸与型奨学金については、「有利子から無利子へ」を施策方針とし、実施しているところであ  

  るが、早期に無利子奨学金を実現すること

２ 所得に応じた無理のない返済制度を設計した新所得連動返還型奨学金制度を早期に確立する 

  こと 

３ 授業料減免の拡充を実行すること、また、給付型奨学金制度を大学等に導入するとともに高 

  校については拡充すること

 以上、地方自治法第９９条の規定にもとづき意見書を提出する。 
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